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令和７年１１月教育委員会定例会会議録 

 

１．開催日時 令和７年１１月２６日（水）１３時５０分～１４時４５分 

２．開催場所 鷹島公民館２階 会議室 

３．出席委員 黒川教育長、石黒委員、前田委員、吉住委員、氏山委員 

４．出席職員 次長兼教育総務課長、次長兼学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、 

鷹島分室長、教育総務課長補佐 

５．付議事件 

（１）議案第１３号 松浦市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱の制定について 

（２）議案第１４号 松浦市小・中学校適正配置準備委員会設置要綱の一部改正について 

（３）報    告 共催・後援等の専決処分の承認について 

（４）そ の 他 

６．傍 聴 人 無  

７．審議経過以下のとおり（要点記録による） 
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本日は１１月定例会にご出席いただきありがとうございます。教育長報告と

重複するかもしれませんが、１１月６日に県中総体駅伝競走大会がありました。

志佐中学校・御厨中学校が、男女とも市の代表として出場し、どのチームもよ

く健闘しました。大変応援し甲斐のある走りをしてくれました。特に志佐中学

校の女子は第４位入賞でした。吉浦歩優さん、奈都さん姉妹が、第１区と５区

で区間賞を獲得いたしました。今年の九州大会は長崎開催のため３位まで出場

できるのですが、３位とわずか６秒差での４位となりました。１位から３位の

チームの総合力で志佐中をわずかに上回ったのだなと思ったところでした。ま

た、１１月１２日には小中学校音楽会がありました。どの学校の合唱や合奏も、

吹奏楽も、素晴らしかったと思います。まさにスポーツの秋、文化の秋、実り

の秋を迎えているなと思ったところです。本日もご審議どうぞよろしくお願い

いたします。それではただいまから、令和７年１１月松浦市教育委員会定例会

を開催いたします。本日は、鷹島開催ということで今野鷹島分室長にも出席い

ただいております。一言お願いします。 

はい。本日は鷹島に来ていただきありがとうございます。分室の取組み活動

といたしましては、９月１３日に第３１回あこう旗争奪ジュニアバレーボール

大会がございまして、交流センター、小中学校体育館で開催いたしました。参

加が市内７チーム。県内１１チーム、県外４チームの２２チームが参加してお

ります。結果は、優勝が佐々町のわしおバレーボールクラブ、準優勝に地元鷹

島バレーボールクラブとなっております。来場者数は、選手、一般合わせまし

て約５４０名ということで無事に終わっております。それから先日ですけども、

１１月の１６、１７日に鷹島公民館の作品展示の部を公民館の大集会所及びロ

ビーの方で開催いたしました。小中学校や保育園児の作品や、絵手紙を展示し

ておりまして、大変賑わった二日間となっております。今後ですけれども、鷹

島町リレーマラソン大会が１月３１日の開催を予定しておりまして、準備して

おるところでございます。私の方から以上でございます。 

ありがとうございました。９月１３日のあこう旗争奪ジュニアバレーボール

大会。私も鷹島小が勝った試合を観させていただきました。それでは、本日も

委員の皆様出席されておりますので、本会議は成立いたしております。本日の

付議案件は、先にお知らせしておりました議案２件、報告１件のご審議をお願

いしたいと思います。それでは早速議事を進めてまいります。日程第１、会期

の決定については、本日１日間とすることでよろしいでしょうか。 

【全委員、異議無し】 
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続いて、日程第２、会議録署名人の指名ですが、２番前田委員、３番吉住委

員といたします。よろしくお願いいたします。 

【了承】 

日程第３、教育長・各課の報告に移ります。では私からですが、先ほど挨拶

でも申しましたが、本当に充実した学校教育や社会教育、生涯学習の行事や取

組みが行われております。教育委員の皆様も行事やイベントへのご出席、ご参

加、ありがとうございました。松浦市学校保健大会、県民スポーツ大会、２１

世紀の「歴史」の中で元寇を考える高校生会議、元寇所縁の子どもサミットな

ど、後程各課長から報告があると思います。１１月８日、９日の県民スポーツ

大会では、松浦のチームが勝利する場面を多く見ることができました。大人の

活躍も大変うれしく思ったところです。１１月１０日には、平戸市で今年度３

回目となります長崎県都市教育長協議会がありました。話し合った内容は、教

員の働き方改革の進捗などについて、意見交換を行ったところです。教員の働

き方改革については、ひと月当たりの超過勤務時間を４５時間以内にするとか、

年間の超過勤務時間を３６０時間以内という数値目標がありますが、いきなり

３６０時間は難しいので、年間５４０時間と目標を立ててやっております。な

かなか厳しい現実があります。時間だけを目標にするだけではなく、充実感も

味わうような仕事が大事なのではないかというような意見が多く出たところで

した。松浦市でもなかなか厳しい現実ですが、他市でも同じような状況であり

ました。引き続き、教育委員会としましては、指導と体制の整備に協力してま

いります。以上で私の報告を終わります。 

１０月定例会以降の主な行事・会議について、教育総務課分は次のとおり。 

１０／３１ 決算審査委員会 

１０／３１ 旧鷹島学校給食調理場解体設計入札 

１１／５  松浦市ゴルフ愛好会寄附贈呈式 

１１／１０ 第３回長崎県都市教育長協議会（平戸市） 

１１／１１ 決算審査委員会（最終日、総括質疑） 

１１／１８ 税に関する作文表彰式 

（今後の予定） 

１２／５  市議会定例会開会 

１０月定例会以降の主な行事・会議について、学校教育課分は次のとおり。 

１０／２９ 就学時健康診断（青プラ〈上志佐小・調川小・今福小〉） 

１０／３０ 就学時健康診断（福島養源小） 

１１／４  市教育支援委員会 

１１／５  市授業づくり研修会（英語教育） 

１１／６  県中総体駅伝大会 

１１／6・7 第２回県・市町教育委員会学校教育課長等会議超過勤務対策 

会議 

１１／１０ 授業づくり研修会（英語指導力向上） 

１１／１１ 第７回市教頭研修会 

１１／１１ 市学校適応指導教室運営協議会 

１１／１２ 市小・中学校音楽会 

１１／１４ 市教育支援委員会 

１１／１５ 市学校保健大会 

１１／１７ 通学路合同点検（調川小校区、今福小校区） 

１１／１８ 学校指導 A訪問（御厨中） 

１１／２１ 部活動改革に係る保護者説明会（鷹島小） 

１１／２５ 第９回松浦市校長研修会 

１１／２６ 通学路合同点検（上志佐小校区） 

（今後の予定） 

 １１／２７ 通学路合同点検（志佐小校区） 
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 １１／２７ 部活動改革に係る保護者説明会（志佐小） 

 １２／１  第５回市教務主任研修会 

 １２／２  第８回市教頭研修会 

 １２／２  部活動改革に係る保護者説明会（福養小） 

 １０月定例会以降の主な行事・会議について、生涯学習課分は次のとおり。 

１０／２９ 県社会教育研究大会 

１１／１  調川町民文化展（～２日） 

１１／１  今福町民文化祭（～２日） 

１１／３  福島文化祭 

１１／５  市スポーツ協会功労者表彰式・県民スポーツ大会選手団壮行式 

１１／６  県少年センター職員及び補導委員研修会（諫早市 ～７日） 

１１／８  県民スポーツ大会（～９日） 

１１／８  星鹿町民作品展（～９日） 

１１／９  市立図書館家読活動推進事業『オリジナル手帳を作ろう！』 

１１／１０ 文化会館指定管理者選考委員会 

 １１／１３ 少年センター立入調査 

 １１／１５  ２１世紀の歴史の中で「元寇」を考える高校生会議 

 １１／１６ 鷹島公民館作品展示（～１７日） 

 １１／１８ 全国大会出場市長表敬訪問第 23 回全国中学生都道府県対抗野 

球大会 

 １１／１９  MIFA マッカイ市青少年使節団受入れ説明会 

 １１／２１ 全国大会出場 市長表敬 第８回スポーツ皿回し全国大会 

 １１／２１ 市民駅伝大会監督会議 

 １１／２５ 市民駅伝大会役員説明会 

（今後の予定） 

 １１／２９ みくりや公民館まつり（作品展～３０日） 

 １１／３０ 市民駅伝大会 

 １２／７  人権映画上映会 

 １２／７   MIFA マッカイ市青少年使節団受入れ（～１４日） 

１２／１５ ホークス交流 派遣説明会 

１２／２６ なぎなた錬成会（～２８日） 

 １０月定例会以降の主な行事・会議について、文化財課分は次のとおり。 

 １０／３０ 長崎県美術館資料返却 

 １１／１４ 全国史跡整備市町村協議会 臨時大会 

１１／１５ ２１世紀の歴史の中で「元寇」を考える高校生会議 

１１／１６ 高校生会議 エクスカーション 

１１／１７ 第４回鷹島小学校 水中考古学クラブ 

１１／１９ 元寇所縁の子どもサミット 

１１／１９ 元寇所縁のネットワーク首長会議 

１１／２０ 元寇所縁のネットワークエクスカーション 

（今後の予定） 

１２／６  鷹島海底遺跡現況確認調査 

１２／６  鷹島海底遺跡発掘調査成果報告会 

教育長・各課の報告がありましたが、ただいまの報告に関し、委員の皆様か

ら何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

１１月１５日の２１世紀の歴史の中で「元寇」を考える高校生会議と１９日

の元寇所縁の子どもサミットに出席しました。３年前に元寇所縁の鎌倉武士を

調査して、それぞれの自治体に文書を送って反応してくれた自治体が２９ある

そうですが、今回の発表は職員の皆さまが１つずつ積み重ねて形となった、素

晴らしい発表だったなと思います。これからもそのネットワークを通して、そ

れぞれの地域が活性化していけたらいいなと思いました。高校生会議のときに、
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それぞれの高校の名前が書かれたミニ幟というのですかね、蒙古襲来絵詞の絵

に学校名が書かれていた。あの幟はプレゼントされたのですか。あれは凄く、

おもてなしの心が伝わってきていいなと思いました。以上です。 

プレゼントしました。あれは私の手作りです。 

他にありませんか。 

まず、福島町の文化祭、ふるさと祭りのことについてです。毎年のことです

けれど、ふるさと祭りには多くの市役所の職員の方がご協力に来ていただき、

盛況に終わることができました。文化祭の方もコロナ禍の頃に比べたら少しず

つ実りのある形になっているのかなと思います。小・中学校の子どもたちも出

演してくれたり、募金活動に協力してくれたり、私たちもブースを出していた

のですけれど、そこに高校生が協力をしてくれたり、本当にありがたいなと思

っています。先生方も何人も来られていて、夫婦で来られていた方もいて楽し

い一日を過ごされていたと思います。福島町内のイベントでとてもありがたい

なと思っております。以上です。 

他にありませんか。 

学校教育課。１１月１５日の市の学校保健大会に出席させていただきました。

困難な状況に直面したときに、しなやかに適応し回復する力がレジリエンスと

いうことなのですけれど、養護教諭部会の先生方が、子どもたちのためにいろ

いろ工夫されているなという発表が聞けて、もの凄く良かったと思いました。

ありがとうございました。 

他にありませんか。 

小中音楽祭についてです。先生方と一緒になって、微笑ましい場面とか、そ

の歌詞から、未来に向かって想像することができて、毎年のことですけれども、

そういうのも含めてありがたいなと思っております。ああやってゆめホールを

使って大変だっただろうなと思いますが、子どもたちにとって良い体験になっ

ただろうと思いました、ありがとうございました。それから、楽しみにしてお

りました、元寇所縁の子どもサミットを拝見させていただきました。志佐小学

校の発表の中で初めて、あの辺りにお城があったのだということを知ったりし

て、いろんなことを知ることができ、総合的な学習の成果というのを各学校が

発表できるような状態から、それから一歩踏み込んで具体的な活動に入ったり

しているのを見させていただきました。残念ながら高校生会議を見ることがで

きなくて申し訳なかったなと思います。今後も楽しみにさせていただきます。

以上です。 

他にございませんでしょうか。それでは教育長提出案件の審議に入ります。

日程第４ 議案第１３号「松浦市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱の制定

について」を議題といたします。 

日程第４、議題第１３号、松浦市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱の制

定についてです。松浦市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱を別紙の通り制

定したいので、教育委員会の議決を求めるものです。提案理由としまして、令

和７年５月にスポーツ庁・文化庁から出された「地域スポーツ・文化芸術創造

と部活動改革に関する実行会議最終とりまとめ」で、令和８年度から令和１０

年度を改革実行期と位置付け、すべての自治体が休日の部活動の地域展開を推

進することとし、できる限り前倒しで進めることと示されています。国が示す

方向性を受け、本市中学生の持続可能なスポーツ環境、文化芸術環境を確保す

るため、その役割を担う地域クラブを市が認定し、活動内容等を把握すること

で様々な支援を行っていく必要があり、本要綱を制定するものです。７ページ

をご覧ください。松浦市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱です。読み上げ

ます。趣旨、第１条、この告示は、スポーツ及び文化芸術活動を通じて生徒の

健全な育成とその安全を確保し、心身のバランスのとれた成長を期するため、

地域クラブの創設等に際し必要となる経費について、予算の範囲内において松

浦市地域クラブ創設等支援補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの
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教育長 

学校教育課長 

とし、その交付については、松浦市補助金等交付規則（平成１８年松浦市規則

第３５号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。定義、第２

条、この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。（1）地域クラブ、松浦市地域クラブ認定要綱、これは令和７年松

浦市教育委員会告示第１１号です。第５条の規定に基づき認定された地域クラ

ブをいう。（2）会員、地域クラブに加入する松浦市内の中学校に在籍する生徒

をいう。補助対象経費等、第３条に示しております。補助対象経費、補助率及

び補助金額は次の表に掲げるとおりとする。創設費と運営費に分けております。

補助対象経費は地域クラブが保有する用具類等の購入に要する経費です。補助

率は補助対象経費の１０分の１０以内としております。補助金額については、

右側に示してある通り、会員数によって、１０万、１５万、２０万となってお

ります。運営費につきましては、（1）から、次の８ページの（9）まで補助対

象経費が挙げられておりますが、主にはスポーツ団体等への登録費、それから

指導者への謝礼や交通費費用、交通費等の費用弁償、資格の取得に係る経費。

それから離島の生徒の松浦地域における活動拠点までの交通費。傷害保険等の

加入。地域クラブの活動における用具類の購入費等があげられております。こ

れに対する補助率ですが、補助対象経費の２分の１以内としております。こち

らも左側を見ていただくと、申請回数によって金額上限を定めております。８

ページをご覧ください。交付申請、第４条、補助金の交付申請をしようとする

地域クラブは、松浦市地域クラブ創設等支援補助金交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前年度

に補助金の交付を受けた者については、第１号に掲げる書類の添付は省略する

ことができる。（1）から（5）まで提出書類をあげております。２項、補助金

の申請は、１地域クラブ当たり、創設費にあっては 1 回限り。運営費にあたっ

ては、同一年度内に１回限りとし、連続した３年間で通算３回とする。３項、

創設費及び運営費の１回目の交付申請については、申請期限を令和１１年度末

とする。実績報告、第５条、補助金の交付決定を受けた地域クラブ（以下「交

付決定者」という。）は、当該年度の地域クラブ活動終了後から起算して３０

日を経過した日、又は翌年度の４月１０日までのどちらか早い方で、松浦市地

域クラブ創設支援補助金実績報告書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。提出書類については（1）から（4）まで示し

ております。補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還、第６条、市長は、

交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決

定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部

又は一部の返還を命ずるものとする。（1）この要綱の規定に違反したとき。（2）

偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助額の確定を受けたとき。

（3）その他市長が不適当と認める行為があったとき。第７条、この告示に定め

るもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。施行

期日、１、この告示は、令和８年１月１日から施行する。この告示の失効、こ

の告示は令和１４年３月３１日に限り、この効力を失う。ただし、この告示の

失効前に交付した補助金に係る第５条及び第６条の規定については、この告示

の失効後もなおその効力を有する、としております。１０ページ、１１ページ

に申請書様式及び報告書様式を添付しております。以上です。 

ただいま説明が終わりました。このことについて何かご質問等ございません

でしょうか。 

交付要綱第３条の運営費の（3）離島のところですけれども、公共交通機関だ

けしか経費の補助はでないということでよろしいですか。自家用車、自前の船

では出ないということですね。 

その通りでございます。 

他にありませんか。 

関連で参考資料をお配りしております。お時間がある時に見ていただければ
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と思います。１枚目と２枚目が中学校の部活動改革に係るＱ＆Ａとなっており

ます。ホームページにも掲載しております。３枚目が地域クラブ大募集の案内

となっています。これも近々ホームページに掲載する予定となっています。以

上です。 

それでは、日程第４、議案第１３号について採決いたします。提案の通り決

することでよろしいでしょうか。 

【異議なし】 

議題４、議案第１３号については提案の通り可決されました。続いて日程第

５、議案第１４号「松浦市小・中学校適正配置準備委員会設置要綱の一部改正

について」を議題といたします。 

１２ページをお願いいたします。松浦市小・中学校適正配置準備委員会設置

要綱の一部改正について、別紙の通り改正したいので、教育委員会の議決を求

めるものでございます。提案理由といたしましては、現在、市内生徒の減少に

より、松浦地域内中学校の統合へ向けた協議を進めておりますが、現在は青島・

御厨中学校区のみが対象地域となっております。そのため、松浦市小・中学校

適正配置準備委員会設置要綱の一部を改正するものでございます。今後の対象

地域に対応するための変更でございます。１３ページをお願いいたします。松

浦市小・中学校適正配置準備委員会設置要綱の一部を改正する告示。１４ペー

ジの新旧対照表で説明をいたします。左が改正案、右が現行となっております。

第１条第２項ですが、準備委員会は、御厨中学校・青島中学校校区に設置し、

その名称は、青島・御厨地区準備委員会とする。これを改正後は、準備委員会

は、統廃合となる学校の組合せごとに設置するといたしております。第２条１

項３号の社会体育及び外郭団体（ジュニア消防団等）の部分の括弧をとりまし

て、社会体育及び外郭団体としております。外郭団体も多くありますので今回

削除しております。それでは、本文に戻っていただきまして、１３ページ、附

則、この告示は、告示の日から施行する。としております。ご審議お願いいた

します。 

このことについて何かご質問ございませんか。なければ、日程第５、議案第

１４号について採決いたします。提案の通り決することでよろしいでしょうか。 

【異議なし】 

議題５、議案第１４号については提案の通り可決されました。続いて日程第

６、報告「共催・後援等の専決処分の承認について」を議題といたします。 

１５ページです。共催・後援等の専決処分の承認について、松浦市教育委員

会共催・後援等取扱要領第６条第２項の規定により、別紙の通り専決処分いた

しましたのでこれを報告し承認を求めるものでございます。１６ページをお願

いいたします。 

（専決処分した共催・後援事業は下記のとおり） 

１ 後援 第４１回長崎県小学校英語教育研究会 

（申請団体 長崎県小学校英語教育研究会） 

２ 共催 マッカイ市青少年使節団歓迎事業 

（申請団体 松浦市国際親善協会） 

３ 後援 令和７年度長崎県人権教育中央研修会 

（申請団体 長崎県県民生活環境部人権・同和対策課） 

４ 後援 第１３回 文化公演 

（申請団体 松浦市文化協会） 

５ 後援 第７２回 郡市対抗駅伝競走大会 

（申請団体 一般財団法人 長崎陸上競技協会） 

６ 共催 第１８回 鷹島町リレーマラソン大会 

（申請団体 鷹島町体育連盟） 

７ 後援 第１３回 移動文化祭 

（申請団体 松浦市松浦文化協会） 



 - 7 - 

教育長 

 

 

教育長 

 

氏山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

生涯学習課長 

教育長 

前田委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

前田委員 

学校教育課長 

 

前田委員 

教育長 

 

 

前田委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

吉住委員 

学校教育課長 

 

 

吉住委員 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

説明が終わりましたが、このことについて何かご質問はございませんでしょ

うか。 

【質疑なし 承認】 

続きまして日程第６、その他に移ります。委員の皆様から何かありませんで

しょうか。 

生涯学習課の方でも話がありましたけれど、県民スポーツ大会、松浦市の一

般女子剣道が優勝いたしました。それだけではなくて、松浦市内の子どもたち

の活躍を少し紹介させていただきますけど、１１月１５日、１６日、松浦市文

化会館で行われた県の高校新人戦なのですけれど、御厨中出身の増山さんと志

佐中出身の川村さんが、個人戦でベスト８になって九州大会に出場されます。

また２人とも団体戦でも西海学園、佐世保北の大将として活躍されています。

西海学園は準優勝、佐世保北が３位という好成績を残し、団体も九州大会に出

場されます。あと、３年前に県中体連駅伝で１区区間賞を取った谷村君が、九

州文化学園のサッカー部レギュラーで出場しておりまして、全国大会に出場し

ます。 

谷村君は市長表敬訪問が予定されているということですよね。 

はい。 

ありがとうございます。他に委員の皆様からありませんか。 

すみません。学校教育課かから部活動改革に係る保護者説明会があるという

説明がありましたけれど、こういうポイントで説明をされるというのはありま

すか。この教育委員会会議で出されたものが、保護者でも説明されていくとい

うことでしょうか。 

その通りでございます。こちらで説明させていただいていた、令和８年９月

から休日移行になりますよというところを中心として、今後部活動がこういう

ふうになっていく、地域クラブができていく。そこにも、もしよかったら保護

者の方々も地域クラブ立ち上げにご協力いただけないかというお話をさせてい

ただきます。 

対象は小学校の保護者、１年生から６年生までですか。 

全部です。ただ、学校によっては絞られるかもしれません。こちら側ではな

く、学校側の事情として。 

先が見えそうな気がします。ありがとうございます。 

併せて認定制度とか、指導者登録制度。今日議題にしました補助金関係も説

明があるかなと思います。担当の谷川指導主事の方で、今度は松浦地区、福島

地区、鷹島地区での各地域で一般市民に向けての説明会も予定しております。 

まちづくり協議でも地域でどうにかしないと、という話は出るのですけれど、

そこで終わってしまって何も先に進まない状態なので、いろんなところから、

おされていったら何か見えるかなと思っているところです。ありがとうござい

ました。 

併せて実証事業について。実証事業を今年度も行う予定にしておりまして、

今準備を整えており、少しずつ進めているところです。団体とは話し合いが進

んでいます。 

鷹島、福島地区は今後どういうふうに進めていくのですか。 

福島と鷹島、青島もですけれど、松浦地域とは違う動きをしないといけない

部分もあります。また福島と鷹島もまた違うところがあるので、その地域の話

し合いに担当と、他にサポートしてくれる職員を１人雇っています。 

先ほどの補助金の話だと鷹島、福島地区で立ち上げないと上手くいかないの

かなと思っています。自分たちで連れていくとなると途中の事故等があった場

合はどうなるのかなとも思うし。 

学校教育課としてもやはり移動が無理だろうと思っているので、鷹島で１つ

は立ち上げる方向で話し合いをしているところです。 

他にありませんか。なければ教育総務課長、次回の日程をお願いします。 
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次回の定例の教育委員会の日程でございますけれども、１２月２２日月曜日、

１３時３０分からといたしたいと思いますがいかがでしょうか。また、学校訪

問も１月に考えております。 

１月に研究授業発表がある福島養源小をよければお願いしたいのですが。 

調整いたします。 

詳しい計画は教育総務課にお願いします。それでよろしいでしょうか。 

 【了承】 

他にありませんか。なければ以上をもちまして、令和７年１１月定例会を閉

会いたします。お疲れ様でした。 
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